
京都府規則第58号

京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則

（用語）

第１条 この規則において使用する用語は、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に

関する条例（平成27年京都府条例第42号。以下「条例」という。）で使用する用語の例

によるもののほか、 次項に定めるところによる。

２ この規則において「年度」とは、４月１日から翌年３月31日までをいう。

（実施計画の公表）

第２条 条例第５条第１項の実施計画の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 府庁における閲覧

(2) インターネットの利用による閲覧

(3) その他知事が適当と認める方法

（特定建築物に導入すべき再エネ設備等の基準等）

第３条 条例第７条第１項の規則で定める基準は、特定建築物に導入すべき再エネ設備等

から得られる熱及び電気の量を、それぞれ知事が別に定めるところにより石油等の一次

エネルギーの熱量に換算して得られた量の合計が、１年当たり３万メガジュール以上で

あることとする。

２ 条例第７条第３項の規定による特定建築物再生可能エネルギー導入計画書の作成は、

特定建築物再生可能エネルギー導入計画書（別記第１号様式）により行うものとする。

３ 条例第７条第３項の規定による特定建築物再生可能エネルギー導入計画書の提出は、

特定建築物再生可能エネルギー導入計画書等提出書（別記第２号様式）により、当該特

定建築物の新築等に係る工事着手予定日の21日前までに行うものとする。

４ 条例第７条第３項第５号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 知事が別に定める建築物に係る環境性能の評価システムによる特定建築物の環境

の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果

(2) その他知事が別に定める事項

５ 条例第７条第４項において準用する京都府地球温暖化対策条例（平成17年京都府条例

第51号。以下「対策条例」という。）第24条の規定による変更の届出は、特定建築物再

生可能エネルギー導入計画書等提出書並びに変更の内容及びその理由を記載した特定建

築物再生可能エネルギー導入計画変更届出書（別記第３号様式）により行うものとする。

６ 条例第７条第４項において準用する対策条例第24条ただし書の規則で定める軽微な変

更は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する変更とする。

(1) 特定建築物の床面積の変更を伴わないものであること。

(2) 特定建築物に導入すべき再エネ設備等から得られる熱及び電気の量の変更を伴わな

いものであること。

(3) 再エネ設備等の種類の変更を伴わないものであること。

７ 条例第７条第４項において準用する対策条例第25条の規定による工事の完了の届出



は、特定建築物再生可能エネルギー導入計画書等提出書及び特定建築物工事完了届出書

（別記第４号様式）により、当該工事の完了後15日以内に行うものとする。

８ 条例第７条第４項において準用する対策条例第26条の規定による特定建築物再生可能

エネルギー導入計画書等の公表については、第２条に規定する方法により行うものとす

る。

（再生可能エネルギー供給拡大計画書の作成等）

第４条 条例第９条第１項の規定による再生可能エネルギー供給拡大計画書の作成は、当

該再生可能エネルギー供給拡大計画書を提出する日の属する年度を対象とし、知事が別

に定めるところにより、再生可能エネルギー供給拡大計画書（別記第５号様式）により

行うものとする。

２ 条例第９条第１項の規定による再生可能エネルギー供給拡大計画書の提出は、毎年度

７月31日までに行うものとする。

３ 条例第９条第１項第４号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 府内の電気需要者に対する再生可能エネルギーの導入等の促進に資する取組

(2) その他知事が別に定める事項

４ 条例第９条第２項において準用する対策条例第45条第２項の規定による変更後の再生

可能エネルギー供給拡大計画書の提出は、次に掲げる事項を変更する場合に、速やかに

行うものとする。この場合において、変更後の再生可能エネルギー供給拡大計画書の作

成については、第１項の規定を準用する。

(1) 一般電気事業者等の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地）

(2) 電気の供給の量に対する再生可能エネルギーの供給の量の割合の拡大を図るため

の基本方針、実施しようとする措置の内容及び当該措置により達成すべき目標

(3) 当該計画の推進に係る体制

(4) 前項各号に掲げる事項

(5) その他知事が別に定める事項

５ 条例第９条第２項において準用する対策条例第46条の規定による再生可能エネルギー

供給拡大報告書の作成は、前年度の再生可能エネルギー供給拡大計画書に基づく措置の

実施の状況について、知事が別に定める基準に基づき、再生可能エネルギー供給拡大報

告書（別記第６号様式）により行うものとする。

６ 条例第９条第２項において準用する対策条例第46条の規定による再生可能エネルギー

供給拡大報告書の提出は、措置を実施した翌年度の７月31日までに提出するものとする。

７ 条例第９条第２項において準用する対策条例第47条の規定による再生可能エネルギー

供給拡大計画書等の公表については、第２条に規定する方法により行うものとする。

（登録の申請）

第５条 条例第10条第２項（条例第12条第３項において準用する場合を含む。）の規定に

よる申請書の提出は、登録導入等支援団体登録申請書（別記第７号様式）により行うも

のとする。

２ 条例第10条第３項第５号（条例第11条第２項及び第12条第３項において準用する場合



を含む。）の規則で定める要件は、導入等支援団体が法人格を有するものであることと

する。

３ 条例第10条第４項（条例第11条第２項及び第12条第３項において準用する場合を含

む。）に規定する登録証は、登録導入等支援団体登録証（別記第８号様式）のとおりと

する。

（団体の名簿）

第６条 条例第10条第５項に規定する登録導入等支援団体の名簿は、登録導入等支援団体

登録名簿（別記第９号様式）のとおりとする。

２ 条例第10条第５項の規定による閲覧は、登録導入等支援団体登録名簿を環境部に備え

付けて行うものとする。

（登録変更の届出）

第７条 条例第11条第１項の規定による変更の届出は、変更の内容及びその理由を記載し

た登録導入等支援団体登録変更届出書（別記第10号様式）に登録証を添えて行うものと

する。

２ 条例第11条第２項において準用する条例第10条第４項の登録証を交付するときは、登

録証を書き換えて交付するものとする。

（団体の登録の抹消の届出）

第８条 条例第13条第１項第１号の規定による届出は、登録導入等支援団体登録抹消届出

書（別記第11号様式）により行うものとする。

（府民税の均等割の課税免除を受けることができる団体）

第９条 条例第15条に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体（清算中の団体を除

く。）とする。

(1) 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営

利活動法人

(2) 一般社団法人

(3) 一般財団法人

(4) 前３号に準じるものとして知事が定める団体

（府民税の均等割の課税免除申請等）

第10条 条例第15条の規定の適用を受けようとする登録導入等支援団体は、地方税法（昭

和25年法律第226号）第53条第１項、第４項又は第19項の規定による申告書の提出期限の3

0日前までに、府民税の均等割の課税免除の適用申請書（別記第12号様式）により知事

に申請しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による申請をした登録導入等支援団体が条例第15条の規定の適用

を受けることができると認めるときは、書面により申請者にその旨を通知するものとす

る。

３ 前項の規定による通知を受けた者は、地方税法第53条第１項、第４項又は第19項の規



定による申告書の提出期限の日までに、当該申告書に前項の規定による通知書並びに貸

借対照表、損益計算書及び法人税法施行規則（昭和40年大蔵省令第12号）に定める所得

の金額の計算に関する明細書の写しを添付して、知事に提出しなければならない。

４ 知事は、第１項の規定による申請をした登録導入等支援団体が条例第15条の規定の適

用を受けることができないと認めるときは、書面により申請者にその旨を通知するもの

とする。

（不動産取得税の課税免除申請等）

第11条 条例第16条の規定の適用を受けようとする登録導入等支援団体は、不動産を取得

した日から当該不動産の取得に係る不動産取得税の納期限の14日前までに、不動産取得

税の課税免除の適用申請書（別記第13号様式）により知事に申請しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による申請をした登録導入等支援団体が条例第16条の規定の適用

を受けることができると認めるときは、書面により申請者にその旨を通知するものとす

る。

３ 前項の規定による通知を受けた者は、当該不動産の取得に係る不動産取得税の納期限

の日までに、同項の規定による通知書を課税地を所管する京都府府税事務所又は京都府

広域振興局の長（以下「所管府税事務所長等」という。）に提出しなければならない。

４ 知事は、第１項の規定による申請をした登録導入等支援団体が条例第16条の規定の適

用を受けることができないと認めるときは、書面により申請者にその旨を通知するもの

とする。

（自立型再生可能エネルギー導入等計画の認定申請）

第12条 条例第19条第１項の規定による計画の提出は、自立型再生可能エネルギー導入等

計画認定申請書（別記第14号様式）により行うものとする。

（自立型再生可能エネルギー導入等計画の認定を受けることができる団体等）

第13条 条例第 19条第１項第１号に規定する規則で定めるものは、公の秩序又は善良

の風俗を害するおそれがある業務を行わないものとする。

２ 条例第 19条第１項第２号に規定する規則で定める団体は、第９条に規定する団体

とする。

（自立型再生可能エネルギー導入等計画の決定基準）

第14条 条例第19条第２項第６号（条例第20条第３項において準用する場合を含む。）

の規則で定める要件は、条例第19条第１項第１号に掲げるものの計画にあっては次の

各号に掲げる要件のいずれにも、同項第２号に掲げる団体の計画にあっては第１号に

掲げる要件に該当することとする。

(1) 導入する再エネ設備等が、知事が別に定める基準を満たしていること。

(2) 導入する再エネ設備を定格出力で１年間稼働させた場合の発電量の上限が、当該

再エネ設備を導入しようとする事業所等の第12条の申請の日の属する事業年度の直

前の事業年度の使用電力量に対して適切な規模であること。



（認定変更の申請）

第15条 条例第20条第１項の規定による変更の認定は、自立型再生可能エネルギー導入等

計画に係る変更認定申請書（別記第15号様式）により行うものとする。

（認定の取消し）

第16条 知事は、条例第20条第２項の規定による認定の取消しを行うときは、自立型再生

可能エネルギー導入等計画認定取消通知書（別記第16号様式）により通知するものとす

る。

（再エネ設備等の取得価額の算定方法）

第17条 条例第22条の規則で定めるところにより計算した当該再エネ設備等の取得価額

は、次の各号に掲げる認定自立型再エネ計画実施者の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。

(1) 法人の事業税を納付すべき認定自立型再エネ計画実施者 認定自立型再生可能エ

ネルギー導入等計画に基づき導入した再エネ設備等の取得価額（法人税法施行令（昭

和40年政令第97号）第54条第１項各号の規定により計算した取得価額をいう。）

(2) 個人の事業税を納付すべき認定自立型再エネ計画実施者 認定自立型再生可能エ

ネルギー導入等計画に基づき導入した再エネ設備等の取得価額（所得税法施行令（昭

和40年政令第96号)第126条第１項各号の規定により計算した取得価額をいう。）

（事業税の減免の限度額）

第18条 条例第22条の規則で定める額は、同条に規定する認定自立型再生可能エネルギー

導入等計画に基づく再エネ設備等の取得価額（国又は地方公共団体が当該再エネ設備等

に対し、直接又は間接に補助金を交付した場合においては、当該補助金の額を控除した

額）又は1,000万円のいずれか低い額とする。

（減免の申請等）

第19条 条例第22条の規定の適用を受けようとする法人である認定自立型再エネ計画実施

者は、地方税法第72条の25又は第72条の28の規定による申告納付の期限の日までに、法

人事業税の減免申請書（別記第17号様式）により知事に申請しなければならない。

２ 知事は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の

処分をするときは、書面により申請者にその旨を通知するものとする。

３ 条例第22条の規定の適用を受けようとする個人である認定自立型再エネ計画実施者

は、同条の規定の適用を受けようとする年分に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第

120条及び第124条から第126条までのいずれかの規定による申告書の提出期限までに、

個人事業税の減免申請書（別記第18号様式）により所管府税事務所長等に申請しなけれ

ばならない。

４ 所管府税事務所長等は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき

承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知

するものとする。



（身分証明書）

第20条 条例第31条第３項の身分を示す証明書は、特定建築物再生可能エネルギー導入検

査身分証明書（別記第19号様式）のとおりとする。

（公表）

第21条 条例第33条第１項の規定による勧告に係る公表は、次に掲げる事項を京都府公報

に登載して行うものとする。

(1) 公表に係る者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地）

(2) 勧告の内容

(3) 勧告に従わなかったこと。

（市町村の条例との関係）

第22条 条例第 34 条の規則で定める市町村の条例の規定は、京都市地球温暖化対策条

例（平成16年京都市条例第26号）第36条から第42条までの規定とし、当該規定に相当

する条例第34条の規則で定める規定は、条例第６条第１項及び第７条の規定とする。

（その他）

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に

定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成27年10月１日から施行する。ただし、第３条、第４条、第９条から

第11条まで及び第17条から第19条まで並びに附則第４項の規定は、平成28年１月１日か

ら施行する。

（失効）

２ 第12条から第19条までの規定は、平成33年３月31日限り、その効力を失う。

（失効に伴う事業税の減免に関する経過措置）

３ 前項の規定にかかわらず、条例附則第６項の規定の適用がある場合については、第12

条から第19条までの規定は、なおその効力を有する。

（京都府地球温暖化対策条例施行規則の一部改正）

４ 京都府地球温暖化対策条例施行規則（平成18年京都府規則第19号）の一部を次のよう

に改正する。

第22条第４項を削る。

第52条中第３号を削り、第４号を第３号とし、同条第５号中「第51条」を「前条」に

改め、同条中同号を同条第４号とし、同条中第６号を第５号とする。

別記第７号様式中



「

再 生 可 能 再生可能エネルギーを利用す
年間で利用可能な再生可能エネルギーの量

エ ネ ル ギ るための設備の種類

ー を 利 用 ①太陽光 メガジュール

す る た め ②風力 メガジュール

の 設 備 の ③水力 メガジュール

導入 ④地熱 メガジュール

⑤太陽熱 メガジュール

⑥バイオマス メガジュール

⑦その他( ) メガジュール

再生可能エネルギーの利用量

の合計量
メガジュール

(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋

⑦)

」

を削り、同様式の注の２を次のように改める。

２ この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする

措置の内容が分かる資料を添付してください。

別記第10号様式中

「

再 生 可 能 再生可能エネルギーを利用す 年間で利用可能な再生可能

エ ネ ル ギ るための設備の種類 エネルギーの量

ー を 利 用 ①太陽光 メガジュール

す る た め ②風力 メガジュール

の 設 備 の ③水力 メガジュール

導入 ④地熱 メガジュール

⑤太陽熱 メガジュール

⑥バイオマス メガジュール

⑦その他( ) メガジュール

再生可能エネルギーの利用量

の合計量
メガジュール

(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋

⑦)

」

を削り、同様式の注の２中(3)を削り、(4)を(3)とする。



別記第16号様式中

「

再生可能エネルギー 再生可能エネルギーによる発電量の割合の拡大に係る措置及び目標

の供給の量の割合の
年 度

再生可能エネルギー 再生可能エネルギー

拡大を図るための措 発 電 量 導 入 率

置及び目標 年度(実績) (千キロワット時) (パーセント)

年度(目標) (千キロワット時) (パーセント)

平成 32年度(目標) (千キロワット時) (パーセント)

長期的目標( 年度) (千キロワット時) (パーセント)

(目標に係る措置の考え方)

再生可能エネルギーの環境価値の量の割合の拡大に係る措置及び目標

年度 再生可能エネルギー 再生可能エネルギー利用率

環境価値量

年度(実績) (千キロワット時) (パーセント)

年度(目標) (千キロワット時) (パーセント)

平成 32年度(目標) (千キロワット時) (パーセント)

長期的目標( 年度) (千キロワット時) (パーセント)

(目標に係る措置の考え方)

」

を削る。



別記第17号様式中

「

再生可能エネルギ 再生可能エネルギーによる発電量の割合の拡大に係る措置の実施状況

ーの供給の量の割
年 度

再生可能エネルギー 再生可能エネルギー

合の拡大を図るた 発 電 量 導 入 率

めの措置の実施状 年度(目標) (千キロワット時) (パーセント)

況 (実績) (千キロワット時) (パーセント)

(措置の実施状況)

再生可能エネルギーの環境価値の量の割合の拡大に係る措置の実施状況

年度 再生可能エネルギー 再生可能エネルギー

環 境 価 値 量 利 用 率

年度(目標) (千キロワット時) (パーセント)

(実績) (千キロワット時) (パーセント)

(措置の実施状況)

」

を削る。

別記第18号様式中「及び再生可能エネルギーを利用するための設備の導入の状況」を

削る。


